
 

 

   白岡市学童保育所条例の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

  東第二児童クラブを増築することに伴い、定員を変更するため、白岡

市学童保育所条例の一部を改正するものである。  

 

２ 改正の概要 

  別表関係 

東第二児童クラブの定員を変更する。 

  変更前  ４０人 

  変更後  ６０人 

 

３ 施行期日 

  令和６年２月１日から施行する。  


